
独立行政法人 国立文化財機構（非特定） 
 

所在地  東京都台東区上野公園 13－９ 

電話番号 03－3822－1196 郵便番号 110－8712 

         ホームページ http://www.nich.go.jp/ 

根拠法  独立行政法人国立文化財機構法（平成 11 年法律第 178 号） 

主務府省 文部科学省文化庁文化財部美術学芸課、大臣官房政策課（評価委

員会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  明 5.3 文部省博物館 → 明 6.3 太政官正院博覧会事務局 → 明 8.3 内務省所管博

物館 → 明 14.4 農商務省所管博物館 → 明 19.3 宮内省所管博物館 → 明 22.5

帝国博物館 → 明 33.7東京帝室博物館 → 昭 22.5文部省所管国立博物館 → 昭

25.8 文化財保護委員会所管国立博物館 → 昭 27.4 東京国立博物館  

   → 昭 43.6 文化庁所管東京国立博物館 

      明 22.5 帝国京都博物館 → 明 33.7 京都帝室博物館  

→ 大 13.2 恩賜京都博物館 → 昭 27.4 文化財保護委員会所 

  管京都国立博物館 → 昭 43.6 文化庁所管京都国立博物館 

      明 22.5 帝国奈良博物館 → 明 33.7 奈良帝室博物館 

 → 昭 22.5 文部省所管国立博物館奈良分館 → 昭 25.5 文化財 

保護委員会所管国立博物館奈良分館 → 昭 27.8 奈良国立博物館 

→ 昭 43.6 文化庁所管奈良国立博物館 

      平 17.4 独立行政法人国立博物館九州国立博物館 

       

      昭 5.6 帝国美術院附属美術研究所 → 昭 22.5 国立博物館附属美術研究所 → 昭

27.4東京文化財研究所 → 昭 29.7東京国立文化財研究所 → 昭 43.6文化庁所管                                    

東京国立文化財研究所 

      昭 27.4 奈良文化財研究所 → 昭 29.7 奈良国立文化財研究所 

→ 昭 43.6 文化庁所管奈良国立文化財研究所 

 

（＊１） → 平 13.4 独立行政法人国立博物館 

（＊２） → 平 13.4 独立行政法人文化財研究所 

      平 23.10 アジア太平洋無形文化遺産研究センター 

（＊２） 

平 19.4 独立行政法人 

国立文化財機構 

（＊１） 



目 的 博物館を設置して、有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に  

供するとともに、文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重

な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とする。 

業務の範囲 １．博物館を設置すること。２．有形文化財を収集し、保管し

て公衆の観覧に供すること。３．前号の業務に関連する講演会の開催、出

版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。４．第一号の博物館

を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。５．文化

財に関する調査及び研究を行うこと。６．前号に掲げる業務に係る成果を

普及し、及びその活用を促進すること。７．文化財に関する情報及び資料

を収集し、整理し、及び提供すること。８．第二号、第三号及び前三号の

業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を

行う研究所その他これらに類する施設（次号において「地方公共団体等」

という。）の職員に対する研修を行うこと。９．第二号、第三号及び第五号

から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助

言を行うこと。１０．前各号の業務に付帯する業務を行うこと。  

○ 上記の業務のほか、上記の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文

化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は博物館をこ

れらの利用に供することができる。 

 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ １０４，７１４百万円 

 

＜国有財産の無償使用＞ あり                          

＜予算計画＞                          (単位：百万円) 

 
区   別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

展示事業等収入 

受託収入 

計 

38,692 

 19,189 

 6,059 

130 

64,070 

8,392 

2,854 

1,322 

26 

  12,594 

支

出 

 

管理経費 

うち人件費 

うち一般管理費 

業務経費 

 うち人件費  

9,929 

3,703 

6,226 

34,822 

11,865 

1,415 

614 

801 

8,299 

2,167 



 うち調査研究事業費 

 うち情報公開事業費 

 うち研修事業費 

 うち国際研究協力事業費 

 うち展示出版事業費 

 うち展覧事業費 

 うち教育普及事業費 

施設整備費 

受託事業費 

計 

6,803 

 752 

106 

 1,474 

 766 

12,469 

587 

19,189 

130 

64,070 

1,955 

187 

20 

224 

185 

3,485 

76 

2,854 

26 

12,594 

＜短期借入金の限度額＞ ２，０００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）佐々木 丞平 （理事・定数３人

以内・任期４年）松村 恵司、辰野 裕一 （監事・定数２人・任期２年）

（非常勤）雪山 行二、（非常勤）服部 彰 
＜職員数＞ ９６３人 （常勤職員３４０人、非常勤職員６２３人） 

＜組織図＞             

 

理事長 

理事 

理事 

理事 

監事 

監事 

法人本部 本部事務局 総務企画課 

研究調整役 

研究調整役 
経理課（東博の経理課が併任） 

財務課 

【東京国立博物館】 

館長 副館長 総務部 総務課 

経理課 

学芸企画部 企画課 

博物館教育課 

博物館情報課 

広報室 

学芸研究部 列品管理課 

調査研究課 

保存修復課 

上席研究員 

環境整備室 



 

 

【京都国立博物館】 

館長 副館長 

【奈良文化財研究所】 

学芸部 

総務課 

学芸部 

保存修復科学センター 

企画情報部 

総務課 

学芸部 

無形文化遺産部 

研究支援推進部 

総務課 

企画課 

博物館科学課 

文化財課 

【九州国立博物館】 

館長 副館長 

【奈良国立博物館】 

館長 副館長 

副館長 

所長 

【東京文化財研究所】 

副所長 

文化遺産国際協力センター 

都城発掘調査部 

企画調整部 

文化遺産部 

研究支援推進部 所長 

副所長 

埋蔵文化財センター 

総務課 

連携推進課 

研究支援課 

飛鳥資料館 

所長 

 

副所長 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 



中期目標 

Ⅰ 中期目標の期間  

機構が実施する業務は、長期的な視点に立って企画・実施する有形文化財の収集・展示、多大の労

力と時間を必要とする多種多様な文化財の特質の解明や文化財に関する膨大な資料の収集・整理・分

析等であり、計画、準備から成果が得られるまでに長期間を要するものが多い。これらの業務を踏ま

え、中期目標の期間は、平成23年４月１日から平成28年３月31日までの５年間とする。  

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

１ 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への継承  

（１）国の文化財保護政策との整合性、一体性を保ちつつ機構の設置する博物館各館の役割・任務に

沿って収集方針を定め、これに基づき、計画的かつ適時適切な購入と寄贈・寄託の受入れを進め、

体系的・通史的にバランスのとれた収蔵品の充実と保全を図ること。  

（２）収蔵品全体を常時、適切な保存及び管理環境下に置くこと。特に、施設の老朽化、耐震対策に

計画的かつ速やかに取り組み、収蔵品と人の安全を守る施設・設備の整備を図ること。  

（３）収蔵品の保存技術の向上に努めること。  

 

２ 文化財を活用した歴史・伝統文化の国内外への発信  

文化財を活用して日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化を国内外へ発信するため、展示、教育

活動、広報の充実を図ること。  

（１）展覧事業の充実  

我が国の中核的拠点として、展覧事業については常に点検・評価を行うなど改善への取組みを

進め、日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化を国内外に発信し、これらについての理解促進に

寄与するものとなるように努めること。  

①展覧事業の中核である平常展は、歴史・伝統文化についての理解に資するよう、体系的・通史

的な展示に努めるとともに、各館の収蔵品を法人全体として有効活用した魅力ある展示を行うこ

と。また、より多くの方々に我が国の歴史・文化財の理解を深めてもらうため、来館者の増加に

努めること。さらに海外からの来訪者が必ず訪れる博物館を目指し、魅力ある展示と展示に関す

る説明を一層充実させること。  

②特別展等については、国内外の博物館と連携した我が国の中核的拠点にふさわしい質の高い展

示を行うこと。また、展示方法、解説などについて機構の人的資源を最大限に生かした魅力ある

ものを提供すること。また、展示内容・展覧環境を踏まえた適切な来館者数の確保に努めること。  

③海外に向けても機構の各博物館の収蔵する日本の優れた文化財と優れた人材を活用して、我が

国の歴史と伝統文化を紹介する機会の拡充に努めること。  

（２）教育活動の充実  

日本及びアジア諸地域の歴史・伝統文化の理解促進に寄与するよう、子どもから成人まで、対

象に応じた多彩な学習機会の提供を実施し、ボランティアを育成し、教育活動の充実に努めると

ともに、次代の博物館事業を担う人材育成に寄与すること。  

（３）快適な観覧環境の提供  

国民に親しまれ、他の館の見本となる施設を目指し、来館者の立場に立った観覧環境の整備や

観覧料金及び開館時間の弾力化などの利用者の要望を踏まえた管理運営を行い、来館者の期待に

応えること。  

（４）文化財情報の発信と広報の充実  

文化財情報の蓄積と発信の充実に努めるとともに、展示及び各種事業に関し、積極的な広報に

努めること。  

 



３ 我が国における博物館の中核として博物館活動全体の活性化に寄与  

博物館の中核として我が国における博物館の先導的役割を果たすとともに、海外の博物館とも積

極的に交流を図り、国内外の博物館活動全体の活性化に寄与する。  

（１）収蔵品等に関する調査・研究の成果を多様な方法により積極的に公表し、広く博物館関係者の

知見の向上に資すること。  

（２）国内外の博物館関係者及び文化財とその活用に関する専門家と積極的に学術・人物交流等を行

い、国際的な博物館の拠点となることを目指すこと。  

（３）国内外の文化財の保存・修理に関する人材育成に寄与すること。  

（４）国内外の博物館等の展覧事業の活性化を支援するため、収蔵品の貸与を実施すること。  

（５）全国の博物館等の運営に対する援助、助言を行うとともに、博物館関係者の情報交換・人的ネ

ットワークの形成等に努めること。  

 

４ 文化財に関する調査及び研究の推進  

我が国唯一の文化財に関する総合的な研究機関として、文化財に関する以下の調査・研究を行い、

貴重な文化財を次代へ継承していくために必要な知識・技術の基盤の形成に寄与すること。  

（１）文化財の各分野に関する基礎的・体系的な調査・研究や、総合的な視点に基づく文化財の調査・

研究手法の開発等を推進することにより、国及び地方公共団体における文化財保護施策の企画立

案及び文化財の評価等に係る業務の基盤形成に寄与すること。  

（２）文化財の研究に関する調査手法の拡充と新たな技術開発を推進すること。  

（３）最新の科学技術の活用による保存科学に関する先端的な調査・研究や、伝統的な修復技術、製

作技法、利用技法に関する調査・研究を通じて、文化財の保存・修復に係る技術・技法や材料の

開発・評価等を推進し、文化財の保存や修復の質的向上に寄与すること。  

（４）国や地方公共団体の要請に応じて、我が国の文化財保護政策上重要かつ緊急性の高い文化財の

保存・修復に係る実践的な調査・研究を実施すること。  

（５）有形文化財の収集・保存・管理・展示・教育活動等に必要な調査・研究を計画的に実施するこ

と。  

 

５ 文化財保護に関する国際協力の推進  

文化財の保護に関する国際協力の拠点としての位置づけを明確化するとともに、その機能の充実

を図り、我が国の国際貢献に寄与すること。  

（１）研究機関間の連携強化や共同研究、研究者間の情報交換の活発化、継続的な国際協力のネット

ワークの構築、アジア諸国等における文化財の保護協力、技術移転・専門家養成等の支援等、有

機的・総合的な事業展開を行い、人類共通の財産である文化財の保護に関する国際協力を通じて、

我が国の国際貢献に寄与すること。  

（２）平成２３年度にアジア太平洋無形文化遺産研究センターを開設し、同地域における無形文化遺

産保護に寄与すること。  

 

６ 情報資料の収集・整備及び調査研究成果の発信  

国際化の推進を図るためインターネット等による情報発信を強化し、調査・研究の成果について、

迅速な報告書の発行、利用価値の高いデータベースの構築等により、適時適切な公表を推進すると

ともに、施設の有効活用を図ることにより、研究者をはじめ広く社会に還元すること。  

 

７ 地方公共団体への協力等による文化財保護の質的向上  

我が国の文化財に関する調査・研究の中核として、これまでの調査・研究の成果を活かし、地方

公共団体や大学、研究機関とのネットワークや連携協力体制を構築し、機構が行った調査・研究成

果の発信等を通じて、文化財に関する協力・助言の円滑かつ積極的な実施を図り、我が国全体の文



化財の収集・展示、調査・研究の質的向上に寄与すること。また、地方公共団体等の指導者層を主

たる対象とする高度な研修事業や、若手研究者の育成に寄与するため実践的な連携大学院教育を実

施し、今後の我が国の文化財保護における中核的な人材を育成すること。  

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項  

１ 一般管理費等の削減  

業務運営に関しては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣

議決定）等を踏まえ、国立文化財機構の活性化が損なわれないよう十分配慮しつつ、一層の業務の

効率化を推進することにより、文化財購入等の効率化になじまない特殊要因経費を除き、中期目標

の期間中、一般管理費については15％以上、業務経費についても５％以上の効率化を図ること。た

だし、人件費については次項に基づいた効率化を図る。  

なお、19年度の法人統合に伴い、機構の業務運営に際しては、平成23年度までの統合後５年間で、

19年度一般管理費（物件費）の10％相当の経費削減を図ること。  

 

２ 給与水準の適正化等  

給与水準については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１日閣議決

定）を踏まえ、国家公務員の給与水準等を十分考慮して、検証したうえで、業務の特殊性を踏まえ

た適切な目標水準・目標期限を設定し、その適正化に取組むとともに、検証結果や取組状況を公表

すること。  

総人件費についても、平成23年度はこれまでの人件費改革の取組を引き続き着実に実施するとと

もに、平成24年度以降は、今後進められる独立行政法人制度の抜本的な見直しを踏まえ、厳しく見

直すこと。  

 

３ 契約の適正化の推進  

契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議

決定）に基づく取組を着実に実施し、一層の競争性と透明性の確保に努め、契約の適正化を推進す

るとともに外部委託の活用等により、定型的な管理・運営業務の効率化を図ること。  

 

４ 保有資産の有効利用の推進  

保有資産については、その必要性や規模の適切性についての検証を適切に行うとともに、本来業

務に支障のない範囲で有効利用の推進を図ること。  

 

５ 内部統制の充実・強化  

（１）法令等を遵守するとともに、業務の特性や実施体制に応じた効果的な統制機能の在り方を検討

し、内部統制の充実・強化を図ること。  

（２）外部有識者も含めた事業評価の在り方について適宜、検討を行いつつ事業評価を実施し、その

結果を組織、事務、事業等の改善に反映させること。  

（３）管理する情報の安全性向上のため、政府の方針を踏まえた適切な情報セキュリティ対策を推進

し、必要な措置をとること。  

 

Ⅳ  財務内容の改善に関する事項  

入場料収入、寄付金等による自己収入の確保、予算の効率的な執行等に努め、適切な財務内容の実

現を図ること。  

１ 自己収入の増加  

入場料収入、寄付金等の外部資金、本来業務に支障のない範囲で施設の有効利用により自己収入

を確保することで財源の多様化を図り、法人全体として積極的に自己収入の増加に向けた取り組み



を進めること。  

また、自己収入額の取り扱いにおいては、各事業年度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計

画による運営に努めること。  

 

２ 固定的経費の節減  

管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的経費の節減を図

ること。  

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項  

１ 施設・設備に関する計画  

各施設の安全かつ良好な施設環境を維持するとともに、業務の目的・内容に適切に対応するため

長期的視野に立った施設・設備の整備計画、研究機器の整備・更新計画を作成し、整備を図ること。  

 

２ 人事に関する計画  

人事管理、人事交流の適切な実施により、内部管理事務の改善を図り、効率的かつ効果的な業務

運営を行うため、非公務員化のメリットを活かした制度を活用すること。  

また機構の将来を見据え、専門スタッフの配置などの計画的な確保・育成を図ること。 



 独立行政法人国立文化財機構 (単位：円)

科 目 科 目

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債

  現金及び預金 8,662,148,198         運営費交付金債務 626,340,374

  たな卸資産 25,357,122     預り寄附金 202,316,792

  立替金 18,599,129       未払金 9,705,380,010

    前払費用 3,272,470     未払費用 63,863,869

      未収金 2,577,137,949     前受金 2,843,254

           流動資産合計 11,286,514,868       預り金 347,193,637

      その他の流動負債 3,381,325

Ⅱ 固定資産    流動負債合計 10,951,319,261

  １有形固定資産

建物 77,859,834,776 Ⅱ 固定負債

     減価償却累計額 -22,054,322,802 55,805,511,974       資産見返負債

    構築物 3,501,421,980        資産見返運営費交付金 2,538,425,285

       減価償却累計額 -1,862,919,182 1,638,502,798        資産見返寄附金 127,123,604

    機械・装置 204,828,304      資産見返物品受贈額 63,532,305

減価償却累計額 -161,980,519 42,847,785      資産見返その他補助金 97,476,089

    車両運搬具 57,006,728      建設仮勘定見返運営費交付金 74,896,345

   減価償却累計額 -39,431,060 17,575,668      建設仮勘定見返施設費 1,578,906,734

  工具器具備品 5,013,316,997       資産見返負債合計 4,480,360,362

     減価償却累計額 -3,624,247,237 1,389,069,760  引当金

    収蔵品 103,778,983,281 退職給付引当金 12,525,881

    土地 44,410,675,104       その他の固定負債

  建設仮勘定 1,653,803,079      長期未払金 24,930,114

有形固定資産合計 208,736,969,449      固定負債合計 4,517,816,357

          負債合計 15,469,135,618

２無形固定資産

  ソフトウエア 124,470,540 （純資産の部）

  電話加入権 4,233,600 Ⅰ 資本金

無形固定資産合計 128,704,140 政府出資金 104,713,813,740

 資本金合計 104,713,813,740

３投資その他の資産

保証金 497,000 Ⅱ 資本剰余金

長期前払費用 3,240,305       資本剰余金 123,848,958,865

           投資その他の資産合計 3,737,305       損益外減価償却累計額（－） -24,624,721,143

固定資産合計 208,869,410,894       損益外減損損失累計額（－） -3,376,800

   資本剰余金合計 99,220,860,922

Ⅲ 利益剰余金

         前中期目標期間繰越積立金 641,017,461

         積立金 44,284,052

  当期未処分利益 66,813,969

            （うち当期総利益66,813,969円）

   利益剰余金合計 752,115,482

純資産合計 204,686,790,144

資産合計 220,155,925,762          負債純資産合計 220,155,925,762

（注）運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は2,311,931,514円であります。

（注）当期の運営費交付金による財源措置が手当されない賞与の見積額は186,156,156円であります。

貸 借 対 照 表

平成２５年３月３１日現在

金             額 金            額



                                           損益計算書
                                                                （平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

独立行政法人国立文化財機構 （単位：円）

経常費用
業務費

人件費 2,830,666,568
業務経費

調査研究業務費 1,018,138,446
情報公開業務費 189,325,073
研修業務費 17,515,034
国際研究協力業務費 154,698,629
展示出版業務費 183,192,443
展覧業務費 1,769,672,662
教育普及業務費 62,005,202
受託業務費 615,744,318 4,010,291,807

減価償却費 427,960,073 7,268,918,448

一般管理費
人件費 784,066,051
一般管理経費 595,901,696
減価償却費 95,075,633 1,475,043,380

財務費用 1,275,590
雑損 391,875 1,476,710,845

経常費用合計 8,745,629,293

経常収益
運営費交付金収益 5,863,923,283
受託収入

政府関係・地方自治体受託収入 568,588,448
その他受託収入 65,518,199 634,106,647

入場料収入 814,309,524
展示事業等附帯収入 324,151,654
財産利用収入 177,915,723
寄附金収益 143,924,834
施設費収益 82,912,407

資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入 417,535,382
資産見返寄附金戻入 34,869,367
資産見返物品受贈額戻入 12,751,955
資産見返その他補助金戻入 38,066,564
建仮見返運営費交付金戻入 1,132,872
建設仮勘定見返施設費戻入 1,185,859 505,541,999

財務収益
受取利息 492,168
その他財務収益 253,169

雑益 272,082,467
経常収益合計 8,819,613,875

経常利益 73,984,582

臨時損失
固定資産除却損 45,968,915
その他臨時損失 9,526,693

55,495,608

臨時利益
資産見返運営費交付金戻入 7,662,682
資産見返寄附金戻入 500,754
資産見返物品受贈額戻入 810,640
建仮見返施設費戻入 33,251,481

42,225,557

当期純利益 60,714,531

前中期目標期間繰越積立金取崩額 6,099,438

当期総利益 66,813,969

（注） ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は1,046,837円であり、当該損益を除いた当期総利
益は65,767,132円であります。




